
入札参加の基本的事項【事前提出事後審査型一般競争】 

 

一般競争入札を下記により執行するにあたり、入札公告、参加申請書確認通知書、東秩父村契約規則

（以下「契約規則」という。）、入札及び契約関係諸規程並びに当該基本的事項に従い、契約約款、設計

図書等を熟知のうえ、入札ください。 

 

１ 工 事 名   東秩父村新庁舎建設工事 

２ 工事場所   東秩父村大字御堂６３４番地ほか 

３ 工事期間   工区１：令和７年１２月１日～令和９年６月３０日 

工区２：令和１０年２月１日～令和１０年８月３１日 

４ 設計金額   入札執行後に公表する。 

５ 積算内訳書の提出 

   入札書に記載された金額に対応した入札金額積算内訳書を、システムを利用のうえ、入札書と合

わせて提出すること。 

６ 質疑応答 

 （１）設計図書等に関する質問がある場合は、次のとおり質問書をシステムにより提出すること。 

   ア 受付日  令和７年１０月１６日（木）午後５時００分まで 

   イ 質問に対する回答（提出された場合） 

          令和７年１０月２３日（木）午後５時００分までに、システムにより回答する。 

 （２）現場説明会は開催しない。 

７ 紙入札への切り替え 

   システムを使用して電子入札が執行できない場合は、入札会場、入札時間等を郵送により通知し、

紙入札に切り替えるものとする。 



              東秩父村競争入札参加者心得（建設工事）               

１．趣旨 

この心得は、東秩父村が発注する建設工事に係る契約締結について、競争入札に参加する者（以下「入

札参加者」という。）が守らなければならない事項について定めるものです。入札にあたっては、この

心得を承知のうえ参加してください。 

２．関係法令等の遵守 

（１）入札参加者は、地方自治法及び建設業法等の法令並びに東秩父村契約規則、建設工事請負等に関

する契約約款、入札及び契約関係諸規程を遵守してください。また、電子入札については、東秩父

村公共工事等電子入札運用基準を熟知のうえ、入札に参加してください。 

（２）受注者は、建設業法第 22条に規定する一括下請行為に抵触する行為を行ってはならない。 

（３）入札参加者は、特許法、実用新案法若しくは意匠法上の権利又は知識に関し第三者が有する契約

上の権利を侵害することのないよう必要な措置を講ずるものとする。 

（４）事業協同組合等にあっては、中小企業等協同組合法等関係法令を遵守しなければならない。 

（５）建設産業における生産システム合理化指針の遵守等について 

  ア 工事の適正な施工を確保するため、下請契約を締結しようとするときは、建設産業における生

産システム合理化指針を遵守し、下請業者の適正な選定、下請代金支払等の適正な履行、下請に

おける雇用管理等への指導を行い、元請・下請関係の合理化に努めなければならない。 

  イ 下請契約を締結したときは、下請負人通知書に下請負人との契約書の写しを添えて、工事の発

注者に提出しなければならない。 

  ウ 工事の一部を下請業者に発注しようとするときは、できる限り村（県）内業者から選定するよ

う努めなければならない。 

（６）廃棄物の処理に関する業務が伴うときは関係法令に従って適切に処理しなければならない。なお、

受注者が排出事業者となる場合は求めに応じて産業廃棄物管理票を提示しなければならない。 

（７）本村発注の工事は、農林水産省及び国土交通省が公共工事の工事費の積算に用いるための公共工

事設計労務単価（２省協定労務単価）に基づく埼玉県の単価表等により積算している。この点に十

分留意し、労働者の適正な賃金の支払いについて配慮するよう努めること。 

３．公正な入札の確保 

入札にあたっては、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（昭和 22年法律第 54号）等

に抵触する行為を行ってはなりません。 

４．労働災害の防止 

建設労働者の確保並びにこれらの労働者の健康の保持、適正な労賃の支払等による労働条件の改善

に留意し、労働災害の防止には、元請、下請が一体となって特段の注意をはらわなければならない。 

５．ダンプトラック等による過積載の防止 

工事の施工にあたって工事資材等の運搬については、過積載を行わないよう、また、過積載を行っ

ていると認められる資材納入業者から資材を受けないなどの必要な措置をとるよう努めなければなら

ない。 



６．ディーゼル車規制に適合した車両の使用について 

工事現場で使用する車両又は使用させる車両（資材、機材等の搬出入車両を含む。）のうち、ディー

ゼル自動車においては、埼玉県の粒子状物質排出基準を満たさない車両を運行しないこと。 

７．不正軽油使用の禁止について 

工事現場で使用する車両又は使用させる車両（資材、機材等の搬出入車両を含む。）並びに建設機械

等の燃料として、地方税法及び埼玉県生活環境保全条例に違反する軽油等を使用しないこと。 

８．建設リサイクル法について 

建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律の対象工事については、同法第 13条の規定に基づく

書面等を監督員の確認を受けたうえで契約書に綴じ込むこと。 

９．建設業退職金共済組合への加入等 

（１）建設業退職金共済制度の対象となる労働者を使用する場合は、建設業退職金共済組合に加入して

証紙を購入し、当該労働者の共済手帳に証紙を貼り付けなければならない。なお、１件あたりの請

負金額が５００万円以上の工事請負契約を締結した場合は、建設業退職金共済証紙に関する購入状

況報告書及び貼付報告書等を提出しなければならない。 

（２）工事請負契約を締結した受注者は、建退共支部から「建設業退職金共済制度適用事業主工事現場」

の標識（シール）の交付を受け、現場事務所等に提示し、対象となる労働者への周知を図るものと

する。 

（３）工事の一部を下請に付す場合は、下請業者に対して、この制度を説明するとともに、証紙を一括

購入するなどの方法により、本制度の促進に努めなければならない。 

10．技術者の適正な配置等 

（１）１件の請負金額が３，５００万円（建築一式の場合は７，０００万円）以上の建設工事を施工す

るにあたっては、建設業法第 26条及の規定により、工事現場ごとに専任の主任技術者を配置しなけ

ればならない。 

（２）元請者が工事現場ごとに配置しなければならない主任技術者のうち、特定建設業が請負った建設

工事を施工するために締結した下請契約の請負代金の額の合計が４，０００万円（建築一式の場合

は６，０００万円）以上となる場合については、建設業法第 26条の規定により、主任技術者に代え

て専任の監理技術者を配置しなければならない。 

（３）現場代理人は、契約の履行に関し、工事現場に常駐しなければならない。ただし、現場代理人の

工事現場における運営、取締り及び権限の行使に支障がなく、かつ、発注者との連絡体制が確保さ

れると認めた場合には、工事現場における常駐を要しないこととすることができる。 

（４）現場代理人、主任技術者及び監理技術者等は、これを兼ねることができる。 

（５）配置する技術者は、受注者と直接かつ恒常的な雇用関係があり、少なくとも３ヶ月以上雇用する

者でなければならない。 



11．施工体系図及び施工体制台帳の取扱い 

請負者は、下請契約の金額を問わず、施工体制台帳の写しを工事発注課所に提出するとともに、施

工体制台帳を工事現場に備え置くほか、施工体系図を工事現場の工事関係者が見やすい場所及び公衆

が見やすい場所に掲示しなければならない。なお、下請負人に関して、二次以下の下請契約について

もすべて記載し、契約書の写しを添付すること。 

12．工事実績情報システム（CORINS）について 

請負者は、受注時又は変更時の工事請負金額が５００万円以上の工事については、共通仕様書等に

定めるところにより、工事実績情報システム（CORINS）に基づき、受注・変更・完成時等に工事実

績情報として「工事カルテ」を作成し監督員の確認等を受けなければならない。 

また、「工事カルテ」作成後は、インターネット等により（財）日本建設情報総合センター（以下

「JACIC」という。）に提出するとともに、JACIC発行の「工事カルテ受領書」の写しを監督員に提

出しなければならない。 

なお、登録データの提出期限は、受注時においては契約締結後１０日以内、登録内容の変更時にお

いて変更が生じた日から１０日以内、完了時においては完成後１０日以内に行わなければならない。 

13．経営事項審査の義務化について 

建築業法の規定により、一定の公共工事を直接請け負おうとする建設業者は、経営事項審査を受け

ることが義務付けられている。そのため、経営事項審査を受けていない業者は公共工事を元請として

請け負うことが出来なくなる場合があるので、決算期ごとに必ず経営事項審査を受けること。 

14．社会保険等への加入について 

入札参加に当たっては、社会保険等（雇用保険・健康保険・厚生年金保険）への加入状況が加入又

は適用除外で未加入の保険がないこと。 

15．その他 

工事施工に必要な諸手続及び道路、構築物、工作物等損傷の復旧は、一切請負者の負担において行

わなければならない。 


